
〇 農業経営基盤強化促進法の改正（令和5年4月1日施行）に伴い、県の基本方針に沿って、市の基本構想を変更することが必要。
〇 国から示された見直しの期限である令和5年9月に向けて、法に基づく関係機関への意見照会など、必要な手続きを行う。
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千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について

◆（市）基本構想の策定の流れ

・原案の作成
（※千葉市農業基本計画との整合を意識）

6月

7月 ・農業経営改善支援センター
への意見照会

・県への事前協議
・意見照会結果等を踏まえた
「案」の作成

・農政推進協議会での審議

8月 ・農業委員会、JAへの意見照会
(※施行規則第二条に基づく意見照会)

9月 ・県知事への同意協議書提出
・県知事から同意回答
・公告（9月末日）

（参考）農業経営基盤強化促進法（法）及び農業経営基盤強化促進法施行規則（規則）より抜粋

（基本構想の作成について意見を聴くべき者）
（規則）第二条 市町村が法第六条第一項の規定により基本構想（同項の基本構想をいう。以下同じ。）を定めようとするときは、当該市町村の長は、

農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。

（基本構想の協議手続）
（規則）第四条 市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見

を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

国・県作成資料から抜粋

（農業経営基盤強化促進基本構想）
（法）第六条第４項 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

資料３ー４



〇 法改正の内容に則した記載事項とするとともに、変更後の県基本方針に沿った内容の変更を実施。
〇 認定農業者、認定新規就農者の所得目標については県の方針に沿って変更。
〇 農業経営の指標については市内経営体の経営状況等を考慮し、所得目標を達成し得る内容に変更。
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千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について

◆基本構想の構成

Ⅰ 千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の趣旨 （記載事項）策定の目的と方法

Ⅱ 基本構想の内容（法定記載事項）

第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標

変更のポイント☞ 県の基本方針の見直し内容と同様に認定農業者及び認定新規就農者の所得目標を変更する。

●効率的かつ安定的な経営体（認定農業者）の確保・育成
＜所得目標＞（現行）１経営体当たり550万円程度 → （変更後）主たる従事者１人当たり520万円程度（※１）

●新たに農業経営を営もうとする青年等（認定新規就農者）
＜所得目標＞（現行）１経営体当たり250万円程度 → （変更後）主たる従事者１人当たり270万円程度（※２）

第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

第３ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする
青年等が目標とすべき農業経営の指標

基本的な考え方（基本要綱 第１）
効率的かつ安定的な農業経営とは、主たる従事者が他産業並みの年間労働時間で他産業従事者と遜色ない生涯所得を実現し得る年間所得と
することを基本とする。
（※１）就労条件総合調査（厚生労働省）、賃金構造基本統計調査（厚生労働省）の結果を用いて算出
（※２）賃金構造基本統計調査（厚生労働省）の結果（他産業並みの新規学卒者の年間所得額）から算出

変更のポイント☞ 市内経営体の経営状況等を考慮し、第1に記載した所得目標（520万円程度）を達成し得る経営指標を作成

●目標（主たる従事者1人当り）
労働時間 1,800時間
農業所得 526万円

●経営概要

P.27 施設野菜専作（トマト直売）

●目標（主たる従事者1人当り）
労働時間 2,000時間
農業所得 255万円

●経営概要

・労働力 家族2人（基幹1人、補助1人）、雇用者
・水田16ha、作業受託4ha

・側条施肥田植え
・土壌分析による効率的な施肥
・規模にあった機械・施設の導入
・スマート農業機械等の導入

変更のポイント☞ 市内経営体の経営状況等を考慮し、第1に記載した所得目標（270万円程度）を達成し得る経営指標を作成

・労働力 家族2名（基幹1名、補助1名）
・パイプハウス1,500㎡（借入地）
・養液栽培装置による適正な肥培管理

・炭酸ガス発生装置による生産量の増加
・SNS等を活用した販売促進
・新規就農者向け補助事業等の活用

P.12 水稲専作



〇 法改正の内容に則した記載事項とするとともに、変更後の県基本方針に沿った内容の変更を実施。
〇 農地集積の目標については、県のデータを参考に千葉市農業基本計画の成果指標に合わせて修正。
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千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の変更について

◆基本構想の構成

第４ 農業を担う者の確保及び育成に関する事項（法改正により追加）

第５ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な
利用に関する事項

第６ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項（一部、法改正により追加）

１ 農業を担う者の確保及び育成の考え方
２ 市町村内の関係機関との役割分担・連携の考え方

記載のポイント☞ 農業を担う者の確保・育成に関する考え方と受入から定着までの支援策及び関係機関との連携体制を記載

変更のポイント☞ 県のデータを参考に市の農用地面積を予想し、千葉市農業基本計画の成果指標に合わせて修正

記載
項目

●効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標

現行

予想農用地
面積（A)

利用集積の
目標面積（B)

目標シェア
（B/A×100）

3,790ha 1,554ha 41％

変更後

予想農用地
面積（A)

利用集積の
目標面積（B)

目標シェア
（B/A×100）

3,300ha 927ha 28％

基本的な考え方（基本要綱 第４）
効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占めるべき割合や農用地の集約化の考え方を概ね10年後を見通して算出。

変更のポイント☞ 「地域計画」（法定化された「人・農地プラン」）の策定に係る基本的事項を新たに記載

１ 地域計画の策定に関すること（法改正により追加）
２ 農用地利用改善事業に関すること

記載
項目

３ 市町村が主体的に行う就農等促進のための取組
４ 就農等希望者の受入から定着に向けたサポートの考え方・取組

３ 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんに関すること
４ その他農業経営基盤強化の促進に関し必要な事項

（A)予想農用地面積 3,540ha（R3末）×0.945（県全体の見込み減少率）≒3,300ha
（B)利用集積の目標面積 596.93ha（R3末）＋30ha／年×11年＝926.93ha（R14末）


